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    申請書の記載は正しくお願いします。 

 

 自動車整備士技能検定の虚偽申請があったことが発覚し、検定合

格を無効とする事例が発生しています。 

 自動車整備士技能検定申請書には、事実を記載していただくよう

お願いをします。 

 特に、実務経験等の記載内容が正しくないことが判った場合は、検

定合格の無効などの処分を受ける（合格を無効とされた場合、最大

３年の受験停止となります。）ことがありますので、注意してくださ

い。 

なお、御不明な点がある場合や詳細をお知りになりたいときは、お

近くの運輸支局にお問い合わせください。

 

実務経験に関する規定 

 

 自動車整備士技能検定の受験資格に係る自動車等の整備作業に関

する実務経験の確認について（自整第４６号の２ 平成１２年 

３月２８日）（抜粋） 

 

１．実務経験として認められる自動車等の整備作業 

検定規則第２条中の二級ガソリン自動車整備士から三級二輪自

動車整備士までに掲げる自動車整備士の実務経験として認めら

れる自動車の整備作業とは、次の（１）各号に掲げる事業場又は

業務において行われている（２）ア．各号に掲げる分解、点検、

調整等の整備作業をいう。 

検定規則第２条中の自動車タイヤ整備士、自動車電気装置整備

士及び自動車車体整備士の実務経験として認められる自動車の

装置の整備作業とは、次の（１）各号に掲げる事業場又は業務に

おいて行われている（２）イ．中の該当する号において示すそれ

ぞれの分解、点検、調整等の整備作業をいう。 

ただし、これらの場合において、オイル、タイヤ、灯火装置、

ワイパー・ブレード等の交換作業のみの整備作業及びアルバイト

等臨時で勤務しているような作業経験は実務経験とは認められ

ない。 



（１）事業場又は業務 

ア．道路運送車両法第７８条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の

事業場 

イ．道路運送車両法第９４条の優良自動車整備事業者の認定を受けた者

の事業場 

ウ．「自動車の定期点検整備促進対策に使用するステッカーに対する運輸

省名義の使用について（昭和４８年８月１７日付自整第１７６号・自

公第４０号）中の定期点検整備促進対策要綱５．（２）に規定する特定

給油所（特定給油所とは、自家用乗用自動車の、４輪主ブレーキ及び

駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自動車の１年ごとの

定期点検整備（分解整備を除く。）を確実に実施したとき、「定期点検

整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付できる給油所をい

う。） 

エ．上記ア．又はイ．に掲げる事業場以外の自動車タイヤ整備作業工場、

自動車電気装置整備作業工場及び自動車車体整備作業工場並びに自動

車整備用機械器具を備え付けた整備作業場を有するガソリン、自動車

部品、自動車用品等の販売事業者の事業場 

オ．（社）日本自動車連盟（ＪＡＦ）の路上故障自動車救援業務 

カ．上記各号に掲げるものと同等の整備作業を行い得るその他の事業場

又は業務 

 

（２）分解、点検、調整等の整備作業 

ア．自動車の整備作業 

①道路運送車両法施行規則第３条に規定する分解整備に係る整備作業 

    ②キャブレータ、インジェクション・ポンプ等の主要な装置の点検、

調整等の整備作業 

    ③自動車の装置、主要部品等の交換を行う整備作業 

    ④自動車の装置、主要部品等に係る点検、調整等の整備作業 

    ⑤上記各号に掲げるものと同等の自動車の点検、調整等の整備作業 

イ．自動車の装置の整備作業 

    ①自動車タイヤ整備士にあっては、ホイール・アライメント又はホイ

ール・バランスの点検、調整等のタイヤに係る整備作業 

    ②自動車電気装置整備士にあっては、充電装置、始動装置、点火装置

又は各種電子制御装置の点検、調整等の電気装置に係る整備作業 

    ③自動車車体整備士にあっては、フレーム又はボディーの点検、修正、

改造等の車体に係る整備作業 

 


